
議第５号議案  

 

   平成２６年度税制改正に関する意見書の提出  

 

 平成２６年度税制改正に関し、関係行政機関へ意見書を提出したいので、次の

とおり提出する。  

  

   平成２５年９月１３日提出  

  

    横浜市会議員  

      伊  波  洋之助     上  野  盛  郎     梶  村    充   

      川  口  正  寿     草  間    剛     黒  川    勝   

      小  松  範  昭     輿  石  且  子     佐  藤    茂   

      佐  藤  祐  文     斉  藤  達  也     坂  井    太   

      酒  井    誠     清  水  富  雄     渋  谷    健   

      嶋  村  勝  夫     鈴  木  太  郎     瀬之間  康  浩   

      関    勝  則     田  中  忠  昭     田野井  一  雄   

      髙  橋  徳  美     畑  野  鎮  雄     藤  代  哲  夫   

      古  川  直  季     松  本    研     山  下  正  人   

      山  田  一  海     山  本  尚  志     遊  佐  大  輔   

      横  山  正  人     渡  邊  忠  則     安  西  英  俊   

      尾  崎    太     加  藤  広  人     加  納  重  雄   

      行  田  朝  仁     源  波  正  保     斉  藤  伸  一   

      斎  藤  真  二     髙  橋  正  治     竹  内  康  洋   

      中  島  光  徳     仁  田  昌  寿     福  島  直  子   

      望  月  康  弘     和  田  卓  生     五十嵐  節  馬   

      石  渡  由紀夫     市  野  太  郎     大  山  しょうじ  

      川  口  珠  江     川  辺  芳  男     菅  野  義  矩   

      小  粥  康  弘     今  野  典  人     坂  本  勝  司   

      中  山  大  輔     花  上  喜代志     麓    理  恵   



      森    敏  明     谷田部  孝  一     小  幡  正  雄   

      山  田  桂一郎      

 



平 成 ２ ６ 年 度 税 制 改 正 に 関 す る 意 見 書  

  

 我 が 国 に お け る 地 方 財 政 は 、 社 会 保 障 関 係 費 の 自 然 増 や 防 災 ・ 減 災 事 業 、 地 域

の 活 性 化 等 の 課 題 に 対 応 す る た め に 必 要 な 財 源 が 年 々 増 加 し て い る こ と や 、 地 方

税 収 の 低 迷 等 に よ り 厳 し い 状 況 が 続 い て い る 。  

 本 市 に お い て も 、 扶 助 費 を 初 め と す る 義 務 的 経 費 の 自 然 増 が 見 込 ま れ る 中 で 、

市 民 生 活 の 安 心 や 市 内 経 済 の 活 性 化 に 向 け た 施 策 の 推 進 と 財 政 の 健 全 化 を 両 立 さ

せ て い く 必 要 が あ り 、 財 政 状 況 は 依 然 と し て 厳 し い 状 況 に あ る 。  

 こ う し た 中 、 地 方 が 住 民 サ ー ビ ス や ま ち づ く り を 安 定 的 に 行 う た め に は 、 地 方

税 源 の 充 実 確 保 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。  

 よ っ て 、 政 府 に お か れ て は 、 平 成 ２ ６ 年 度 税 制 改 正 に お い て 次 の 事 項 に 配 慮 す

る よ う 強 く 要 望 す る 。  

１  自 動 車 取 得 税 に つ い て は 、 そ の 税 収 の 約 ７ 割 が 市 町 村 に 交 付 さ れ 、 特 に 指 定

都 市 に お い て は 国 ・ 県 道 管 理 分 と し て 特 例 分 が 上 乗 せ 交 付 さ れ て お り 、 貴 重 な

安 定 財 源 と な っ て い る 。 そ の 見 直 し 及 び 廃 止 に 当 た っ て は 、 指 定 都 市 は も と よ

り 市 町 村 に 減 収 が 生 ず る こ と の な い よ う 安 定 的 な 代 替 財 源 を 必 ず 確 保 す る こ

と 。  

  ま た 、 自 動 車 重 量 税 に つ い て も 、 そ の 約 ４ 割 が 市 町 村 に 譲 与 さ れ て い る こ と

か ら 、 減 収 を 伴 う 見 直 し を 行 う 場 合 は 市 町 村 の 財 政 運 営 に 支 障 が 生 ず る こ と の

な い よ う 減 収 に 見 合 う 税 財 源 を 必 ず 確 保 す る こ と 。  

２  固 定 資 産 税 は 、 市 町 村 税 の 重 要 な 基 幹 税 目 で あ り 、 市 町 村 の 行 政 サ ー ビ ス を

支 え る 上 で 不 可 欠 な も の と な っ て い る の で 、 新 規 の 設 備 投 資 に 対 す る 償 却 資 産

課 税 の 撤 廃 等 一 時 的 な 経 済 対 策 等 の 観 点 で 制 度 の 根 幹 を 揺 る が す 見 直 し は 行

う べ き で は な く 、 現 行 制 度 を 堅 持 す る こ と 。  

こ こ に 横 浜 市 会 は 、 全 会 一 致 を も っ て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見

書 を 提 出 す る 。  

  

   平 成 ２ ５ 年 ９ 月 １ ３ 日  

  

  



 内 閣 総 理 大 臣 

 総 務 大 臣 

 財 務 大 臣  あ て  

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣 

（ 経 済 財 政 政 策 ） 

横 浜 市 会 議 長     

佐  藤  祐  文   

 


